
別表（第２条、３条関係） 

補助対象事業の内容 補助対象者 補助対象経費 補助率 補助限度額 

⑴ 人材確保・定着支援事業 
中小企業基本法（昭和 38 年法律第

154 号）第２条第１項に該当する中小

企業者（以下「中小企業者」という。）

が、人材確保又は若手従業員の定着を

図ることを目的に行う、次のいずれか

に該当する事業 
① 県内で開催される合同企業説明会そ

の他これに準ずる催し（以下「合同企

業説明会等」という。）に参加し、就職

希望者に対し会社 PR を行う事業 
② 就職希望者に対して、採用前に会社

に対する理解を深める機会（オフィ

ス・工場見学ツアー、インターンシッ

プ受入れ、先輩職員との座談会等）を

設ける事業 
③ UIJ ターン就職を希望する者を積

極的に確保するために取り組む事業

（県外人材（就学のために県外に転居

している者を除く。）に具体的に働き

かけるコンサルタント会社等のコン

サルティング、全国規模で運営される

就職情報サイト等への会社情報の掲

載、県外人材の面接等に伴う交通費の

支給） 

中小企業者のうち、次のいずれかに

該当する者。 

⑴ 市内に主たる事業所を置く会社 

⑵ 市内に事業所を置く本市民 

 

ただし、次のいずれかに該当する場

合は対象としない。 

⑴ 市税（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第５条第２項第１号か

ら第４号までに規定する普通税及

び同条第６項第１号に規定する目

的税及びこれらに係る延滞金及び

督促手数料をいう。）を滞納してい

る場合 

⑵ 大企業が実質的に経営に参画し

ている場合 

⑶ 本市の指名停止措置等を受けて

いる場合。又は、指名停止措置等に

相当する行為を行なった場合。 

⑷ 申請者又は法人の役員が、暴力団

等の反社会的勢力である場合、反社

会的勢力との関係を有している場

・採用に関するホーム

ページの新規作成・改

良に要する外部委託

料 

・補助対象事業につい

て、広く就職希望者に

周知するための広報

費 

・受講料（授業料）（e

ラーニング等のオン

ラインでの研修等も

含む。） 

・教材費 

・講師謝礼 

・会場借上費 

・機械器具使用料 

・交通費、宿泊費 

・その他市長が必要と

認める経費 

 

補助対象経

費の１／２以

内 

 

ただし、補助

対象者のうち、

中小企業基本

法第２条第５

項に規定する

小規模企業者

（以下「小規模

企業者」とい

う。）について

は、補助対象経

費の２／３以

内とする。 

一事業所当たり 

100,000 円 

（1,000 円未満は

切捨とする。） 



④ 若年従業員の定着を図ることを目

的に、社内体制を整えるための研修

（メンター研修、指導力向上研修等）

（※１）への参加又は開催を行う事業 

⑤ 上記①～④の対象事業において、採

用に関するホームページを新規作

成・改良（※２）する事業 

⑥ その他市長が適当と認める事業 

 
※１ １研修あたり複数回講義等が

ある場合、過半数以下の出席は補

助対象外とする。 
 ※２ 「採用に関する」とは、①～④

に関する事項を指す。「新規作成」

とは、現に自社のホームページを

有さない場合に、初めてホームペ

ージを作成することをいい、かつ

本ホームページ内において、採用

に関する掲載機能を実装するこ

とをいいます。「改良」とは、現

に自社のホームページ自体は有

するも、当該ホームページ内にお

いて、採用に関する掲載機能を一

切有していない場合に、初めて機

能実装するためにホームページ

を改良することを指す。 
 

合、又は反社会的勢力から出資等の

資金提供を受けている場合。 



補助対象事業の内容 補助対象者 補助対象経費 補助率 補助限度額 

⑵ 事業課題改善研修支援事業 

自らの会社や団体における、経営や

技術等の事業課題を改善する人材力

の向上等を図るため、中小企業者の経

営者又は社員が次のいずれかに該当

する研修等（※１）に参加するか研修

等を開催する事業 

① 新たな事業展開、取引拡大又は企業

の競争力強化等に向けた人材育成等

を目的とするもの  

② 専門的な知識・技術の習得を目的と

するもの 

③ 習得した知識・技術の活用を目的と

するもの 

④ 経営上の課題解決を図ることを目

的とするもの 

⑤ ものづくり技能の継承や後継者の

育成を図ることを目的とするもの 

⑥ 技術革新の達成・実現又は製品開発

力の向上に向けた人材育成等を目的

とするもの 

⑦ その他市長が適当と認める研修 

＜単独で申請する場合＞ 

中小企業者のうち、次のいずれかに

該当する者。 

⑴ 市内に主たる事業所を置く会社 

⑵ 市内に事業所を置く本市民 

 

ただし、次のいずれかに該当する場

合は対象としない。 

⑴ 市税（地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）第５条第２項第１号か

ら第４号までに規定する普通税及

び同条第６項第１号に規定する目

的税及びこれらに係る延滞金及び

督促手数料をいう。）を滞納してい

る場合 

⑵ 大企業が実質的に経営に参画し

ている場合 

⑶ 本市の指名停止措置等を受けて

いる場合。又は、指名停止措置等に

相当する行為を行なった場合。 

⑷ 申請者又は法人の役員が、暴力団

等の反社会的勢力である場合、反社

・受講料（授業料）（e

ラーニング等のオン

ラインでの研修等も

含む。） 

・教材費 

・委託料 

・講師謝礼 

・会場借上費 

・機械器具使用料 

・その他市長が必要と

認める経費 

 

ただし、研修等の参

加者に負担を求めた

場合には、その負担金

の額を除く。 

 

また、１か月以上の

長期の研修や大学等

への派遣の場合には、

以下の経費も対象と

する。 

＜単独で申請

する場合＞ 

補助対象経

費の１／２以

内 

 

ただし、補助

対象者のうち、

小規模企業者

については、補

助対象経費の

２／３以内と

する。 

 

＜団体で申請

する場合＞ 

補助対象経

費の１／２以

内 

 

 

一事業所・団体当 

たり 

100,000 円 

（1,000 円未満は

切捨とする。） 

 

ただし、１か月

以上の長期の研修

や大学等への派遣

の場合には 

200,000 円 

（1,000 円未満は

切捨とする。） 

 



※１ １研修あたり複数回講義等が

ある場合、過半数以下の出席は補

助対象外とする。 

 

 

会的勢力との関係を有している場

合、又は反社会的勢力から出資等の

資金提供を受けている場合。 

＜団体で申請する場合＞ 

研修等を開催する場合には、団体で

も申請可能。団体で申請する場合は、

次のいずれかに該当する者。 

⑴ 中小企業等協同組合法（昭和 24 

年法律第 181 号）第３条に該当す

る事業協同組合、事業協同小組合、

協同組合連合会及び企業組合であ

って、単独で申請する場合の条件

（ただし書きの条件を除く。）を満

たす者が、構成員の半数以上を占め

る組合。 

⑵ 中小企業団体の組織に関する法

律（昭和 32 年法律第 185 号）第３

条に該当する協業組合であって、単

独で申請する場合の条件（ただし書

きの条件を除く。）を満たす者が、

構成員の半数以上を占める組合。 

⑶ 単独で申請する場合の条件を満 

たす者が、構成員の半数以上を占め

るグループ。ただし、申請者又は団

・受験料 

・入学料 

・受講料（授業料） 

・交通費 

・宿泊費 

・滞在費 



体の構成員が暴力団等の反社会勢

力ではないこと。また、反社会的勢

力との関係を有さず、反社会的勢力

から出資等の資金提供を受けてい

ないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


